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議案第３号 
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専決第１号 
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農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願に

ついて 

日進市農用地利用集積計画について 

令和元年度の目標及びその達成状況に向けた活動の点

検・評価並びに令和２年度の目標及びその達成に向けた活

動計画について 

 

農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出に

ついて 

 

生産緑地のあっせん願いについて 
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（１４：５６） 
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出席者が定足数に達しているので､令和２年第３回農業

委員会の開催を宣言する｡ 

それでは会長より挨拶をいただいた後、議事の取り回し

をお願いします。 

（会長の挨拶） 

  それでは令和２年第３回農業委員会を始めます。 

議事録署名者に５番の萩野 章 委員と、７番の 

田口 菜穂美 委員を指名する。 

議案第１号を上程。 

事務局に議案の朗読を命ずる｡ 

議案書朗読 

４番から８番の案件について事務局に説明を求める。 

４番の案件について説明します。 

申請地は、日進西中学校から南東へ約２６０メートルの

位置になります。 

現況は田で、面積は８８５㎡です。 

この申請地については、農振農用地であるために、令和

元年５月の農業委員会で「農業振興地域整備計画の変更」

に係る議題としてお諮りさせていただいた案件となって

おり、農用地区域からの除外手続が完了しております。 

申請者は、昭和３９年に法人設立し、浅田町で自動車修

理及び販売業を行っておりますが、このたび新規顧客から

の受注増加に伴い、工場敷地が飽和状態となっておりま

す。 

そこで車両置場を確保するため、工場の近隣で土地の選

定したところ、適地がみつからず、やむを得ず申請地を選

定したものになります。 

排水については、雨水は東側排水路へ排水するため、周

囲の農地に対する影響もないと思われます。 

続きまして、５番の案件について説明します。 

申請地は、JA あいち尾東浅田支店から北東へ約１２０

メートル進んだ位置になります。 

現況は雑種地で、面積は２８８㎡です。 

申請者は平成１１年に法人設立し、介護支援等の NPO

活動を行っており、平成３０年から浅田町西前田で企業主

導型保育園を運営しております。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育園施設敷地が手狭で、従業員の駐車場を確保でき

ず、保育園に近接した申請地を農地法の手続きを経ないま

ま駐車場として利用しておりました。 

今回違反転用を是正するため、始末書を添付して本申請

に至ったものです。 

排水については、砂利敷きのため雨水は自然浸透するた

め、周囲の農地に対する影響もないと思われます。 

続きまして、６番の案件について説明します。 

申請地は日進中学校から南西へ約１２０メートル進ん

だ位置になります。 

現況は畑で、面積は３９６㎡です。 

この申請地については、農振農用地であるために、令和

元年１１月の農業委員会で「農業振興地域整備計画の変

更」に係る議題としてお諮りさせていただいた案件となっ

ており、農用地区域からの除外手続中となっております。 

申請者は現在、夫と子どもの３人で長久手市杁ヶ池の賃

貸住宅に居住していますが、将来の家族計画を踏まえて、

一戸建て住宅の建築を計画しました。 

しかし、自己所有地はなく、両親及び祖母に相談したと

ころ、祖母が所有している申請地を利用しても良いという

同意を頂くことができました。 

土地は祖母が所有している土地から選定を行いました

が、いずれも狭小地で建築できない土地ばかりのため、や

むを得ず申請地を選定したものになります。 

排水については、汚水は浄化槽で処理した後、雨水とと

もに集水枡に集水し、南側の排水路に放流するため、周囲

の農地に対する影響もないと思われます。 

続きまして、７番の案件について説明します。 

申請地は、林池から西へ約１８０メートルの位置になり

ます。 

現況は田で、面積は９２１㎡です。 

この申請地については、農振農用地であるために、令和

元年１１月の農業委員会で「農業振興地域整備計画の変

更」に係る議題としてお諮りさせていただいた案件となっ

ており、農用地区域からの除外手続中となっております。 

申請者は、昭和６２年に会社設立し、平成５年から日進
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市北新町北鶯に本店を設立し、土木工事業を営んでいま

す。 

現在本店の敷地では、１９台のダンプトラックを駐車し

ており、来春にも追加で３台購入契約を結んでおり、駐車

スペースが不足しております。また各工事現場で使用する

建設重機や鉄板等を置くスペースが不足しており、区画整

理地内等の規模が大きい現場の一部に仮置きさせてもら

っており、資材を本社周辺で一括管理するため資材置場を

確保したく申請に至りました。 

土地は、本店の近くで土地を選定しましたが、申請地以

外に適地が見当たらず、やむを得ず申請地を選定したもの

になります。 

排水については、雨水は集水枡に集水し、西側の既設管

へ排水するため、周辺に対する影響もないと思われます。 

続きまして、８番の案件について説明します。 

申請地は南小学校から東へ約２６０メートル進んだ位

置に２筆になります。 

現況は畑で、面積は２筆合計で３５７㎡です。 

申請者は現在、妻と子どもの４人で米野木台二丁目の賃

貸住宅に居住していますが、手狭で何かと不便を感じてお

り、一戸建て住宅の建築を計画しました。 

しかし、自己所有地はなく、両親にも所有地がないため、

やむを得ず実家近くの申請地を選定したものになります。 

排水については、汚水は浄化槽で処理した後、雨水とと

もに集水枡に集水し、西側の側溝に放流するため、周囲の

農地に対する影響もないと思われます。 

議案第１号の案件について、事務局に補足説明を求め

る。 

受付番号４番について、権利の種類は賃借権の設定、転

用目的は車両置場として利用するものです。 

農地法第５条第２項第１号の農地区分について、水管、

下水管が埋設された幅員４メートル以上の道の沿道の区

域で、２つの公共施設等が５００メートル以内にある農地

のため、原則転用可能な３種農地と判断されますので、支

障ありません。 

第２号の代替性については、第３種農地であるため、該



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当ありません。 

第３号の一般基準について、資力については自己資金で

造成します。また転用の妨げとなる権利を有するものにつ

いては、該当ありません。 

許可を受けた後、遅滞なく、申請地を申請に係る用途に

供する見込みについては、申請書上に令和２年５月１日か

ら令和２年５月３０日までに完了する計画が記載されて

います。 

他の行政庁の許可・認可等については、該当ありません。 

農地以外の土地との一体利用については、該当ありませ

ん。 

計画面積の妥当性については、利用率１００％と認めら

れます。 

第４号の周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそ

れについて、支障ありません。 

第５号の一時転用に関する項目については、該当ありま

せん。 

続きまして受付番号５番について、権利の種類は賃借権

の設定、転用目的は駐車場として利用しているものです。 

農地法第５条第２項第１号の農地区分について、街区を

占める宅地の割合が４０％を超えている区域にある農地

のため、原則転用可能な３種農地と判断されますので、支

障ありません。 

第２号の代替性については、第３種農地であるため、該

当ありません。 

第３号の一般基準について、資力については自己資金で

造成します。また転用の妨げとなる権利を有するものにつ

いては、該当ありません。 

許可を受けた後、遅滞なく、申請地を申請に係る用途に

供する見込みについては、申請書上に令和２年５月１０日

から令和２年５月２０日までに完了する計画が記載され

ています。 

他の行政庁の許可・認可等については、該当ありません。 

農地以外の土地との一体利用については、北側の雑種地

を進入路として利用します。 

計画面積の妥当性については、利用率１００％と認めら



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れます。 

第４号の周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそ

れについては、支障ありません。 

第５号、第６号の一時転用に関する項目については、該

当ありません。 

続きまして受付番号６番について、権利の種類は使用貸

借権の設定、転用目的は分家住宅を建築するものです。 

農地法第５条第２項第１号の農地区分について、市役所

から概ね３００メートル以内の区域にある農地のため、原

則転用可能な３種農地と判断されますので、支障ありませ

ん。 

第２号の代替性については、第３種農地であるため、該

当ありません。 

第３号の一般基準について、資力については借入金で造

成します。また転用の妨げとなる権利を有するものについ

ては、該当ありません。 

許可を受けた後、遅滞なく、申請地を申請に係る用途に

供する見込みについては、申請書上に令和２年６月１６日

から令和３年５月１５日までに完了する計画が記載され

ています。 

他の行政庁の許可・認可等については、建築物であるた

め、都市計画法の申請がされております。 

農地以外の土地との一体利用については、該当ありませ

ん。 

計画面積の妥当性については、利用率１００％と認めら

れます。 

第４号の周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそ

れについては、支障ありません。 

第５号、第６号の一時転用に関する項目については、該

当ありません。 

受付番号７番について、権利の種類は所有権の移転、転

用目的は駐車場及び資材置場として利用するものです。 

農地法第５条第２項第１号の農地区分について、住宅、

店舗、事務所その他の事業用施設、公共施設又は公益的施

設が連たんしている区域に近接する区域にある農地で、そ

の規模が概ね１０ｈａ未満であるため、申請地近辺に代替



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する土地がなければ転用可能である、２種農地と判断され

ますので、支障ありません。 

第２号の代替性については、周辺において適地が見当た

らず、申請地以外の適地はありません。 

第３号の一般基準について、資力については自己資金で

造成します。また転用の妨げとなる権利を有するものにつ

いては、該当ありません。 

許可を受けた後、遅滞なく、申請地を申請に係る用途に

供する見込みについては、申請書上に令和２年６月１日か

ら令和２年１０月３１日までに完了する計画が記載され

ています。 

他の行政庁の許可・認可等については、該当ありません。 

農地以外の土地との一体利用については、該当ありませ

ん。 

計画面積の妥当性については、利用率１００％と認めら

れます。 

第４号の周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそ

れについては、支障ありません。 

第５号、第６号の一時転用に関する項目については、該

当ありません。 

受付番号８番について、権利の種類は所有権の移転、分

家住宅を建築するものです。 

農地法第５条第２項第１号の農地区分について、水管、

ガス管が埋設された幅員４メートル以上の道の沿道の区

域で、２つの公共施設等が５００メートル以内にある農地

のため、原則転用可能な３種農地と判断されますので、支

障ありません。 

第２号の代替性については、第３種農地であるため、該

当ありません。 

第３号の一般基準について、資力については借入金で造

成します。また転用の妨げとなる権利を有するものについ

ては、該当ありません。 

許可を受けた後、遅滞なく、申請地を申請に係る用途に

供する見込みについては、申請書上に令和２年７月１日か

ら令和２年１２月２０日までに完了する計画が記載され

ています。 
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他の行政庁の許可・認可等については、建築物であるた

め、都市計画法の申請がされています。 

農地以外の土地との一体利用については、該当ありませ

ん。 

計画面積の妥当性については、利用率１００％と認めら

れます。 

第４号の周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそ

れについて、支障ありません。 

第５号の一時転用に関する項目については、該当ありま

せん。 

以上が、許可基準の適合状況です。 

議案第１号の内容について、委員に対し、意見、質問を

求める。 

５番について駐車場として利用しているということだ

が申請地へはどのように侵入しているのか。 

申請地の北側の雑種地となっている駐車場と一体利用

しており、北側の進入路より進入しております。 

７番について以前にも資材置場の拡張で農地転用を受

け付けたと思うが、それでも敷地が足りないということ

か。 

申請地南側の隣接地を農地転用し、トラックの駐車場と

して利用しておりますが、今回は重機の買い増し、市内各

所で仮置きしている資材を一括管理するため、申請地を資

材置場及び駐車場として利用する必要性が生じました。 

４番について車両置場として利用するということだが、

廃車置場のようにスクラップが山積みにされるような使

い方を想定しているのか。 

スクラップではなく修理待ちの自動車の一時置場とし

て利用すると聞いております。 

 特に意見がないことを確認して議案第１号の採決を宣

言し、賛成者の挙手を求める。 

（挙手全員） 

 議案第１号について挙手全員を確認、原案のとおり可決

したことを宣言した。 

続いて、議案第２号を上程。事務局に議案の説明を求め

る｡ 
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議長 

５番の案件について説明します。 

申請地は、プライムツリー赤池の北側の位置になりま

す。 

この生産緑地は、赤池一丁目に住んでいる申請者が所有

し、主たる従事者として農地利用していた生産緑地です

が、うつ病、重症Ⅱ型糖尿病に伴う末梢神経症、心身症の

合併のため農作業ができない旨の診断が出ております。 

故障による解除を見据えての申請ですが、以前は、申請

者が生産緑地の主たる従事者であったことを証明するこ

とには問題ないと思われますので、ご審議のほどよろしく

お願いします。 

続きまして６番の案件について説明します。 

申請地は芋地池から東へ約３６０メートルの位置にな

ります。 

この生産緑地は、浅田町上ノ山に住んでいる申請者が所

有し、主たる従事者として農地利用していた生産緑地です

が、脊柱管狭窄症、頸部脊椎症のため農作業ができない旨

の診断が出ております。 

故障による解除を見据えての申請ですが、以前は、申請

者が生産緑地の主たる従事者であったことを証明するこ

とには問題ないと思われますので、ご審議のほどよろしく

お願いします。 

７番の案件について説明します。 

申請地は岩崎台・香久山福祉会館から北へ約２３０メー

トルの位置に４筆になります。 

この生産緑地は、岩崎町神明に住んでいる申請者が所有

し、主たる従事者として農地利用していた生産緑地です

が、虚血性脳血管障害のため農作業ができない旨の診断が

出ております。 

故障による解除を見据えての申請ですが、以前は、申請

者が生産緑地の主たる従事者であったことを証明するこ

とには問題ないと思われますので、ご審議のほどよろしく

お願いします。 

議案第２号の内容について、委員に対し、意見、質問を

求める。 

特に意見がないことを確認して議案第２号の採決を宣
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議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

職務代理者 

 

 

 

 

職務代理者 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

言。 

（挙手全員） 

議案第２号について挙手全員を確認、原案のとおり可決

したことを宣言した。 

続いて、議案第３号を上程。事務局に議案の説明を求め

る｡ 

（議案内容説明） 

議案第３号の内容について委員に対し、意見、質問を求

める。 

特に意見がないことを確認して議案第３号の採決を宣

言。 

（挙手全員） 

議案第３号の整理番号１番から５番を除く案件につい

て挙手全員を確認、原案のとおり可決したことを宣言し

た。 

続いて、議案第３号、整理番号２番の審議に入る。 

 

農業委員会法第３１条（議事参与の制限）により 

関係委員は退席する。 

 

議案第３号、整理番号２番の内容について、委員に対し、

意見、質問を求める。 

特に意見がないことを確認して議案第３号、整理番号２

番の案件の採決を宣言。 

（挙手全員） 

議案第３号、整理番号２番の案件について挙手全員を確

認、原案のとおり可決したことを宣言した。 

 

（退室委員 入室） 

 

続いて、議案第３号、整理番号１番の審議に入る。 

 

農業委員会法第３１条（議事参与の制限）により 

関係委員は退席する。 

 

議案第３号、整理番号１番の内容について、委員に対し、



 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

意見、質問を求める。 

特に意見がないことを確認して議案第３号、整理番号２

番の案件の採決を宣言。 

（挙手全員） 

議案第３号、整理番号１番の案件について挙手全員を確

認、原案のとおり可決したことを宣言した。 

 

（退室委員 入室） 

 

続いて、議案第３号、整理番号３番の審議に入る。 

 

農業委員会法第３１条（議事参与の制限）により 

関係委員は退席する。 

 

議案第３号、整理番号３番の内容について、委員に対し、

意見、質問を求める。 

特に意見がないことを確認して議案第３号、整理番号２

番の案件の採決を宣言。 

（挙手全員） 

議案第３号、整理番号３番の案件について挙手全員を確

認、原案のとおり可決したことを宣言した。 

 

（退室委員 入室） 

 

続いて、議案第３号、整理番号４番の審議に入る。 

 

農業委員会法第３１条（議事参与の制限）により 

関係委員は退席する。 

 

議案第３号、整理番号４番の内容について、委員に対し、

意見、質問を求める。 

特に意見がないことを確認して議案第３号、整理番号４

番の案件の採決を宣言。 

（挙手全員） 

議案第３号、整理番号４番の案件について挙手全員を確

認、原案のとおり可決したことを宣言した。 
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議長 

 

 

 

 

議長 

 

事務局 

 

議長 

 

委員 

 

 

事務局 

 

委員 

事務局 

 

議長 

 

 

議長 

 

（退室委員 入室） 

 

続いて、議案第３号、整理番号５番の審議に入る。 

 

農業委員会法第３１条（議事参与の制限）により 

関係委員は退席する。 

 

議案第３号、整理番号５番の内容について、委員に対し、

意見、質問を求める。 

特に意見がないことを確認して議案第３号、整理番号５

番の案件の採決を宣言。 

（挙手全員） 

議案第３号、整理番号５番の案件について挙手全員を確

認、原案のとおり可決したことを宣言した。 

 

（退室委員 入室） 

 

続いて、議案第４号を上程。事務局に議案の説明を求め

る｡ 

（議案内容説明） 

 

議案第４号の内容について、委員に対し、意見、質問を

求める。 

遊休農地の目標値について、この計画は年度ごとに点検

を行っているが、国や県を含めて１０年単位等の中長期的

な目標はないのか。 

遊休農地についてはそういった目標は定められており

ません。 

農地の利用集積率についてもないのか。 

利用集積率については国が２０２５年までに集積率８

０%を達成するという目標値を掲げております。 

特に意見がないことを確認して議案第４号の案件の採

決を宣言。 

（挙手全員） 

議案第４号の案件について挙手全員を確認、原案のとお
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議長 

 

議長 

 

事務局 

 

議長 

 

議長 

事務局 

 

 

 

議長 

 

（１６：２０） 

り可決したことを宣言した。 

続いて、専決について一括にて事務局に報告を命じる。 

（事務局より専決について一括で報告） 

専決１号 ３条届出   ８件 

専決２号 ５条届出  １４件 

専決の内容について委員に対し意見、質問を求める。 

（意見なし） 

続いて、その他について一括にて事務局に報告を命じ

る。 

（事務局よりその他について一括で報告） 

生産緑地のあっせん願いについて  １件  

その他の内容について委員に対し意見、質問を求める。 

（意見なし） 

その他連絡事項について事務局に報告を求める。 

（事務連絡） 

・ 次回の農業委員会 

（令和２年４月２７日（月） 

午後３時 本庁舎４階第１会議室） 

特に意見がないことを確認し、全議案の終了及び閉会に

ついて宣言 

会議の経過を記載してその相違ないことを証するためここに署名する。 

令和２年  月  日 

                            議事録署名者  ５番委員                

                            議事録署名者  ７番委員                  


